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飯能市小規模工事請負指名希望者の登録等に関する規程 

（平成１１年告示第２１９号） 

（趣旨） 

第１条　この規程は、市が発注する小規模工事に係る請負業者の指名を希望す

る者（以下「請負指名希望者」という。）の登録等について必要な事項を定め

るものとする。 

（用語の意義） 

第２条　この規程において「小規模工事」とは、建設業法（昭和２４年法律第

１００号）で定める建設工事で、その予定価格が２００万円以下のものをいう。 

　（業者登録できる者） 

第３条　請負指名希望者の登録をすることができる者は、本市内に事務所又は

事業所若しくは住所を有する者で建設業を営むもののうち、次に掲げるものを

除く者とする。 

（１）　契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者 

（２）　飯能市建設工事請負等競争入札参加者の資格等に関する規程（平成１

２年告示第２６号）第９条の規定により既に飯能市建設工事等競争入札参

加者名簿に登録をしている者（以下「資格者名簿登録業者」という。） 

（３）　希望する工事を施工するために必要な技術者資格等を有しない者 

（業者登録の申請） 

第４条　請負指名希望者の登録を申請しようとする者は、市長が５年ごとに定

める申請期間（以下「申請期間」という。）内に、小規模工事請負指名希望者

登録申請書（様式第１号。以下「申請書」という。）に次に掲げる書類を添付

して市長に提出しなければならない。 

（１）　希望する工事の種類に応じ、施工に必要な技術者資格証等の写し 

（２）　その他市長が必要と認めたもの 

２　前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、申請

期間後に申請書を受け付けることができる。 

（業者登録等） 

第５条　市長は、前条の規定により登録の申請があったときは、これを審査し、

適当と認めた者を小規模工事請負指名希望者登録簿に登録するものとする。 

２　前項の規定により登録した者の有効期間は、申請期間の属する年の４月１
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日から起算して５年を経過する日（以下「登録期限日」という。）までとする。

ただし、前条第２項の規定により申請期間後に受け付け、登録した者の有効期

間は、その登録した日から登録期限日までとする。 

（小規模工事の発注） 

第６条　小規模工事を発注する場合に限り、前条の規定により登録された者及

び資格者名簿登録業者のうちから指名業者を選定することができる。 

（登録事項の変更届等） 

第７条　小規模工事請負指名希望者登録簿に登録された者は、申請事項に変更

があったときは小規模工事請負指名希望者登録事項変更届（様式第２号）を、

事業を中止し、又は廃止したときは小規模工事請負中止・廃止届（様式第３号）

を直ちに市長に提出しなければならない。 

（その他） 

第８条　この規程に定めるもののほか請負指名希望者の登録等に関し必要な事

項は、市長が定める。 

附　則 

この規程は、公布の日から施行する。 

附　則（平成１２年告示第２７号） 

この告示は、平成１２年４月１日から施行する。 

附　則（平成１４年告示第１１号） 

この告示は、平成１４年４月１日から施行する。 

附　則（平成１５年告示第３８号） 

この告示は、平成１５年４月１日から施行する。 

附　則（平成１７年告示第３１０号） 

この告示は、平成１８年１月１日から施行する。 

附　則（平成１８年告示第３３６号） 

この告示は、平成１９年１月４日から施行する。 

附　則（平成２８年告示第３５７号） 

この告示は、公布の日から施行する。 

附　則（令和３年告示第３１４号） 

この告示は、公布の日から施行する。 
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附　則（令和７年告示第３０７号） 

この告示は、令和８年１月１日から施行する。 
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